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R7.4
基本事件番号　平成・令和　　　年（家）第　　　　　号　【未成年者：　 　　　　】
未成年後見事務報告書（終了報告）
千葉家庭裁判所　　　　　支部・出張所　御中
令和　　　　年　　　　月　　　　日
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
未成年後見人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※　□がある箇所は、該当する□にレ点を入れてください。
１　終了原因
　　□　未成年者が成年に達した。※　戸籍謄本の提出は不要です。
　　□　養子縁組等により未成年者に親権を行使できる人ができた。
※　未成年者の新しい戸籍謄本を添付してください。
□　未成年者が死亡した。
※　未成年者の死亡診断書のコピー又は死亡した旨の記載のある戸籍謄本を添付してください。
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※　終了原因が発生したことを示す資料を添付してください。

２　終了原因が発生した年月日　　　令和　　　年　　　月　　　日

３　裁判所へ提出する資料
　　□　財産目録（終了報告用）
　　　　※　終了時のすべての財産・負債について記載してください。
　　□　預貯金通帳のコピー
※　全て記帳した上で、前回報告以降終了までの取引履歴部分のコピー（通帳の表紙とその裏面部分も）を提出してください。
※　預貯金以外に資産、負債があるときは、その内容が分かる次のような資料を添付してください。
□　有価証券等　　　　　　　　最新の有価証券取引残高報告書のコピー
　　□　生命保険、損害保険等　　　最新の保険証券のコピー
　　□　不動産（土地、建物）　　　最新の固定資産評価証明書または納税通知書等のコピー
□　債権、その他の資産、負債　最新の明細書等のコピー

４　財産目録（終了報告用）に記載のない未成年者の財産
□　なし
□　あり
□　貴金属、骨董品など（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　□　印鑑、権利証など（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　□　その他物品（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　※　財産目録（終了報告用）に記載していない未成年者の財産を未成年後見人が管理している場合は、その内訳を記載してください。

５　財産を引き継ぐ相手方
※　財産を引き継ぐ相手方をよく確認してください。
　　□　未成年者が成年に達した場合　　→　成年に達した未成年者本人
　　□　養子縁組等により未成年者に親
権を行使できる人ができた場合　→　親権者となった人
□　未成年者が死亡した場合　　　　→　死亡した未成年者の相続人
□　その他の場合　　　　　　　　　→　（裁判所に確認）

６　財産の引継ぎの状況
　　※　上記５の相手方に財産目録（終了報告用）を交付し、財産を引き継いでください（財産目録（終了報告用）以外に引き継ぐべき財産が存在する場合は、その内容を記載した書面も併せて交付してください。）。財産の引継ぎの際は、「財産の引継ぎに関する報告書」の下部（引継書）の受領欄に、相手方の記名押印を受けてください。
□　引継ぎ済み
　※　「財産の引継ぎに関する報告書」（受領の記載のあるもの）を添付してください。
　　□　これから引継ぎをします。
　　　　※　引継ぎ後、速やかに「財産の引継ぎに関する報告書」（受領の記載のあるもの）を提出してください。
  
７　財産の引継ぎができない場合（遅延している場合）は、その理由




８　市区町村役場への後見終了届
□　届出済み
□　これから届出をします。

９　後見事務に関する報酬付与申立てについて
□　申立て済み
□　これから申立てをします。
□　申立てはしません。

１０　その他（連絡事項）


※　完成したら、裁判所に提出する前にコピーを取って、コピーは大切に保管してください。
※　上記のほかにも追加資料の提出を求められることがあります。
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